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このたびの地震により被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。

熊 本 地 震 へ の 対 応

1．災害関係特約の保険金等全額支払いについて
災害関係特約については、約款上に地震等による災害死亡保険金、災
害入院給付金を削減したり支払わない場合があると規定されています
が、今回はこれに該当せず、災害死亡保険金等を全額お支払いします。

 

2．保険料のお払込みについて
保険料のお払込みを猶予する期間を最長６ヵ月間延長いたします。

3．保険金・給付金、契約者貸付金等のお支払いについて
必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお取扱いをいたします。

 

4．損害保険契約について
損害保険契約につきまして、三井住友海上火災保険株式会社の定める
取扱いにて対応いたします。「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料
のお支払い」は、一定期間の猶予措置を設ける等の特別措置があります。

当社では、この度の地震により災害救助法が適用された地域にお住まい
のご契約者さまからお申し出をいただいた際には、次のような特別のお取
扱いをいたします。




